
国民健康保険財政安定化基金の使途の拡大について 
 

〇 Ｒ３年６月「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律」が成立し、都道府県の財政安定化基金に年度間の財政調整機能が

付与された（Ｒ４年４月施行）。※別紙１参照 

 

〇 この改正により、急激な医療費の上昇や、前期高齢者交付金の精算等により、納

付金額が短期間で著しく変動し、計画的な保険料設定が困難なケースに備え、必要

な調整財源を確保することが可能となった。 

 

＜制度改正後の財政安定化基金の使途＞ 

 

区 分 使 途 備考 

長野県にお

ける現在残

高（億円） 

財政安定化基金事業 

県全体の給付増や、市町村での保険料収

納不足が生じた場合等に、県に対する貸

与や、市町村に対する貸付・交付を行う 

 32.4 

特例基金事業 

（激変緩和分） 

H30 の制度改正に伴う保険料水準の著し

い上昇を抑制するため交付を行う（Ｒ５

年度までの間） 

 

０ 

（H30・R1

で全額活用

済） 

特例基金事業 

（財政基盤強化分） 

保険者努力支援制度の実施のため交付 

（支援交付金の財源としてあらかじめ国

から県に配分、国の指示で取り崩し）

（Ｒ５年度までの間） 

 5.5 

財政調整事業 

剰余金が生じた際に積み立て、急激な医

療費の上昇が見込まれる際の納付金の上

昇を抑えるなど、必要な場合に取り崩し

て県国保特会に繰入れ 

新設  
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財政安定化基金使途拡大による国保運営方針の変更について 

 

１ 検討事項 

  新設される財政安定化基金（財政調整事業分）のために、国保運営方針の改定を行うか。 

 

２ 経緯 

  法改正により、都道府県の財政安定化基金に年度間財政調整機能が付与される。 

本体・特例基金とは区別経理する必要があり、特例基金を活用するとする国保運営方針の記載と

齟齬が生じる。 

 

〇長野県国民健康保険運営方針（P16） 

（４）財政安定化基金 

ア 財政安定化基金の活用 

県に設置する財政安定化基金は、県全体の給付増や、市町村での保険料収納不足による財源不足が生じ

た場合等に、一般会計からの財政補填を行う必要がないよう、県に対する貸付や市町村に対する貸付・交付

に活用します。また、決算剰余金等の留保財源の積立金（特例基金に積み立てる場合に限る）等を財源とし、

納付金の年度間平準等に活用します。 

 

〇国「財政調整事業の取扱いに関するＱ＆Ａについて（令和３年９月 15 日）」 

問４ 財政調整事業を行う場合、その前に国民健康保険運営方針についても改定する必要があるか。 

（答） 

国民健康保険運営方針は、都道府県とその県内の各市町村が一体となって、財政運営等を共通認識の

下で実施するために定める必要があり、財政調整事業を行う場合には、その旨を運営方針に定めることが望

ましいです。 

なお、運営方針の期間を３年と設定している等、財政調整事業開始前に運営方針の改定の機会が無いこ

とも想定されますが、必ずしも事業開始前に運営方針を改定してその旨を定める必要はなく、まず条例に基

づき事業を開始した上で、次の運営方針の改定の機会に定めることも考えられます。 

 

３ 県の考え方 

新設される財政調整事業の趣旨は納付金の年度間平準化であり、国保運営方針の趣旨と同様であ

る。 

そのため、国保運営方針については、今後大きな制度改正が行われた場合、又は次期改定時（令

和５年度）に記載を変更したい。 
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